第１号様式（第５条関係）

大府市民活動ボランティアセンター登録・登録変更・登録取消申請書
年　　月　　日　　
　　　大府市長　　　　　殿
　　　（指定管理者）
申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　

　　大府市民活動ボランティアセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第５条第１項の規定により、利用の【　登録　・ 登録変更 ・ 登録取消　】を申請します。
	ふりがな
	

	団体名
	

	所在地
	〒　　　　－　　　　　　□申請者と同じ

	ふりがな
	
	団体設立
年月日
	　年　　月　　日

	代表者氏名
	□申請者と同じ


	
	

	団体連絡先
	:（　　　）　　　-
ＦＡＸ:（　　　）　　　-
メール:
	会員数
（現在の人数）
	人

	活動目的
・
活動内容
	

	
	

	主な活動場所
	□所在地と同じ



	定例会
	場所：□主な活動場所と同じ


時間：□ 毎週　 　　　　　曜日　　　時　　～　　　時
□ 毎月 第　　　　　曜日　　　時　　～　　　時
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	利用施設
及び設備
	□ 会議室　　　　　□ 団体活動室　　　□ ロッカー　　　□ 料理室　　　
□ メールボックス　　　□ 印刷室

	外部への
情報提供
	□全て可　・　□一部のみ可【　団体連絡先　・　定例会　・　行事　】

	特記事項
	

	※ｾﾝﾀｰ記入欄
	登録番号
	ID
	登録　　　年　　月　　日


　添付書類：会員名簿（任意様式）
備　　考：１　この申請書に記載された申請者及び団体の情報は、大府市民活動ボランティアセンターからの連絡用(一部、外部等への情報提供を含む。)として使用します。
　　　　　　２　登録変更の場合は、変更のある項目のみを記入してください。
　　　　　　３　登録取消の場合は、特記事項の欄に理由を記入してください。
 (
裏面も記入してください。
)

 (
センターに登録すると大府市民活動支援サイトに団体情報
が
掲載されます。
)

	WebサイトURL
	
	公開　非公開

	代表者
	氏名
	
	□　　□

	
	住所
	〒　　　　－　　　　　　□申請者と同じ
	□　　□

	
	電話番号
	□申請者と同じ
	□　　□

	
	FAX
	
	□　　□

	
	メール
	
	□　　□

	連絡先・事務所等
	ふりがな
	
	□　　□

	
	氏名(事務所名)
	
	

	
	住所
	〒　　　　－　　　　　　□所在地と同じ
	□　　□

	
	電話番号
	
	□　　□

	
	FAX
	
	□　　□

	
	メール
	
	□　　□

	活動エリア
（学校区）
	□市内全域　　□大府小　□神田小　□北山小　□東山小　□大東小　□共長小
□共和西小　□吉田小　□石ヶ瀬小

	主な活動目的
（複数選択可）
	□(1)健康・医療・福祉の増進　□(2)社会教育の推進　□(3)まちづくりの推進
□(4)学術・文化・芸術・スポーツの振興　□(5)環境の保全　□(6)災害救助
□(7)地域安全　□(8)人権の擁護・平和の推進　□(9)国際協力
□(10)男女共同参画社会の促進　□(11)子どもの健全育成
□(12)情報化社会の発展　□(13)科学技術の振興　□(14)経済活動の活性化
□(15)職業能力の開発・雇用機会の拡充支援　□(16)消費者保護
□(17)団体の運営・活動の援助　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

	会員の主な年齢層
（複数選択可）
	10代 ／ 20代 ／ 30代 ／ 40代 ／ 50代 ／ 60代 ／ 70代 ／ 80代 ／ その他

	入会方法
	□電話にて問い合わせ　□電子メール　□申込用紙を郵送　□直接来訪
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	活動日
	□定期（　第1週　第2週　第3週　第4週　第5週　）の　　　　□不定期
（　月　火　水　木　金　土　日　祭日　）

	活動頻度
	□定期（頻度: 1週間に ／ 1ヶ月に ／ 1年に 　　　　回）　　□不定期

	活動時間帯
	□午前　　□午後　　□夜間　　□不定期

	入会金の有無
	□あり　　　　　　　　　円　　　□なし

	会費の有無
	□あり　　　　　　　　　円／月　　　　　　　　　　円／年　　　□なし

	会則の有無
	□あり　　　□なし

	会報の有無
	□あり　会報名（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　□なし

	会員募集
	□募集中　　　□募集していない

	PRや実績、今後の活動目標など
	

	下記記載内容を確認のうえ、チェック（☑）を入れてください。
□ 営利を目的とする（営利の確保につながる）活動ではありません。
□ 特定の政治活動に関するものや特定の政党の党員確保・利害につながる活動ではありません。
□ 特定の宗教の儀式・勧誘に関するものや特定の宗教の宗教活動につながるものではありません。
□ 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資する活動ではありません。



